












仕  様  書 

                                         佐賀労働局 
 

1 件名 
平成31年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃貸借（単価契約） 

 
2 契約期間 
平成31年4月1日～平成32年3月 31日 

 
3 契約履行場所及び予定数量 
（1）契約履行場所（納入場所） 

佐賀第二合同庁舎駐車場（佐賀市駅前中央3-3-20） 
【発注部署】 
① 佐賀労働局総務部労働保険徴収室（佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階） 
② 佐賀労働局労働基準部     （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階） 
③ 佐賀労働局雇用環境・均等室  （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3・7階） 
④ 佐賀労働基準監督署      （佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階） 

（2）予定数量 
利用見込台数 380台（※予定数量は見込みであり、最低利用数量を保証するものではない。） 

 
4 入札方法 
入札者は、本仕様書に示す業務の履行に要する一切の諸経費を含めた1台あたりの金額（以下「単価」

という。）を見積もるものとし、上記3（2）に示す予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とすること。 
 
5 入札保証金、契約保証金 
免除 

 
6 レンタカーの条件 
（1）ク ラ ス  660㏄～1,000㏄ 
（2）形 状  5ドア若しくは4ドアセダン又はバンタイプ 
（3）ミッション  ＡＴ若しくはＣＶＴ 
（4）燃 料  レギュラーガソリン 
（5）利 用 時 間  12時間以内 
（6）装 備 品  三角表示板 
          スペアタイヤ 
          カーナビゲーションシステム 
（7）そ の 他  できる限り環境に配慮した車両とすること。 
 



7 レンタカーの申込み方法及び賃借の手順 
（1）申込み 
   利用部署から、電話・FAX 等により利用日時を連絡する。なお、原則として、利用日前日までに

申込むこととするが、緊急に必要となる場合は、当日申込みを行う場合があることを了承すること。 
（2）配車及び引取時間 

申込み時に指定した場所（原則として、利用部署とする。）において配車及び引取りを行うことと

し、原則として、配車は午前8時 30分以降、引取りは午後5時 15分までに行うこととする。 
なお、急遽引渡予定時刻に車を引き渡すことができなくなった場合には、当方よりその旨を伝え

るため、その状況に応じた対応をとること（この場合においても、利用時間内で引取りを行ったも

のとみなし、延長料金は発生させないこととするため、入札金額の積算にあたっては、十分に留意

すること。）。 
また、燃料は「満タン」にて返却するものとする。 

（3）予約の取消及び変更 
申込みを行った後、レンタカー配車までに申込内容の取消又は変更の連絡を受けた場合は、これ

に応じるものとし、手続きに係る一切の費用は発生させないこと。 
 
8 レンタカーによる事故と保険・補償 
（1）事故時における対応 

レンタカー運転時に事故に遭った場合、運転者は所属する官署、関係機関（警察等）へ遅滞なく

連絡を行う。レンタカーを借り受けた営業所へは、運転者若しくは官署担当者より遅滞なく連絡を

行うので、営業所においては、事故処理に関し必要なアドバイス等を行うこと。 
（2）保険補償制度 

 対    象 補償限度額 

対   人 1名限度額 無制限 
対   物 1事故限度額 3,000万円 

車   両 1事故限度額 時価 

人身傷害 死亡（1名につき） 3,000万円 

 （注意）免責補償制度を適用すること。（免責額支払を免除とすること。） 
（3）ノンオペレーションチャージ 

当方職員がレンタカー使用中に事故の当事者になった場合や、汚損等したことにより車両の修理

や清掃等が必要となった場合、下表の金額を上限として、契約相手方の「レンタカー貸渡約款」等

により支払う。 
事故後のレンタカーの状況 上限額 

レンタカーで自走し、引渡し場所で引渡した場合 20,000円 

レンタカーで自走できず、引渡し場所で引渡せない場合 50,000円 

  ※ノンオペレーションチャージには消費税を課さない。 
  ※交通事故の場合、ノンオペレーションチャージは、当方の過失がある場合に適用する。 
 



9 再委託 
再委託についての要件は、別紙のとおり。 

 
10 個人情報保護及び作業従事者 
（1）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策にも万全を期すこと。 
（2）作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹

底すること。 
 
11 その他 
（1）本仕様書に定めのない事項については、「レンタカー貸渡約款」等に基づき、別途協議する。 
 
12 代金の請求及び支払いについて 
（1）当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 
（2）代金の請求は、1ヶ月毎に契約内容の全てが履行された後、遅滞なく行うこと。 
（3）請求書の宛先は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 
（4）請求書は利用部署単位で作成すること。 
（5）代金の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第1 再委託について 
（1）落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（2）落札者は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、届出を行うこととす

る。 
（3）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 
（4）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な

事項について、本委託契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 
 
第2 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除

き、再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第3 履行体制 
（1）落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなけ

ればならない。 
（2）落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け

出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 
・ 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の

場合。 
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・ 契約金額の変更のみの場合。 

（3）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約締結後に交付する。 











別紙４

￥ －

数量

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

保険内容（補償限度額欄へ補償の限度額を記載すること。）

上記のとおり入札します。

平成　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富　永　哲　史　　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

380
円 円

入　札　書

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

入札件名：
平成31年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃
貸借（単価契約）

補償内容 補償限度額

（１）対人

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

（２）車両

（３）対物

（４）搭乗者



別紙４

￥ －

数量

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

保険内容（補償限度額欄へ補償の限度額を記載すること。）

上記のとおり入札します。

平成　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富　永　哲　史　　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

補償内容 補償限度額

入　札　書
（再度入札用）

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

380
円 円

入札件名：
平成31年度佐賀労働局及び管下1官署におけるレンタカーの賃
貸借（単価契約）

（１）対人

（２）車両

（３）対物

（４）搭乗者

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。









契  約  書（案） 

 

 

 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 富永 哲史（以下「甲」という。）と受注者 ●

●●●株式会社 代表取締役 ●●●●（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次

の条項により契約を締結する。 

 

（契約の趣旨） 

第１条 平成３１年度佐賀労働局及び管下１官署におけるレンタカーの賃貸借（単価契約）について、

甲と乙とは本契約を締結し、「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するもの

とする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約単価は、レンタカー賃貸借１回につき、金●，●●●円（内消費税額及び地方消費税額、

金●●●円）とする。 

  ２ 前項の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及

び第７２条の８３の規定に基づき、契約単価に１０８分の８を乗じて得た額である。 
  ３ 予定数量は、別添「仕様書」のとおりとする。 
    数量について、後日減があっても乙は異議を申し立てないものとする。 

４ 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（契約内容） 

第４条 本契約の有効期間は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとする。 

  ２ 当該役務の提供等はすべて別添「仕様書」のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所

は、次の各号のとおりとする。 

一 納入期限   別添「仕様書」のとおり。 

二 納入場所   同上 

三 検査場所   納入場所に同じ。 

 

（監督及び検査） 

第５条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示を

させることができる。 

  ２ 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 甲は、通知を受けた日から１０日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 

４ 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 

  ５ 甲は、第３項の検査に合格しないときは、乙に仕様書に適合する作業を命ずることができる。



乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第３項の検査を受けるものとする。 
 
（代金の支払い） 

第６条 乙は、前条第３項の検査に合格したときは、１か月毎に代金の請求をすることができる。 

  ２ 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して３０日（以下「約定期間」

という。）以内に代金を支払わなければならない。 

  ３ 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払い

を完了した日までの日数に応じ、年２．７％の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わな

ければならない。ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定

期間に算入しない。 

  ４ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないものと

し、当該計算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（危険負担） 

第７条 当該役務の提供等が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、

第５条第３項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 

 

（瑕疵担保） 

第８条 乙が行う契約履行内容に隠れた瑕疵又は仕様内容に適合していないものを発見したときは、

乙は甲の指示に従って直ちに完全な履行、又は甲において算定した金額を損害賠償として支払

わなければならない。 

 

（検査の遅延） 

第９条 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第３項の期間内に検査をしないとき、その期間を

経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、こ

の遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息

を乙に支払わなければならない。 

 

（納入期限の遅延） 

第１０条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条第２項第一号の期限内に当該役務の提供等

をできないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合にお

いて、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等（既納部分

がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額）の年５％に相当する額の遅延料を

徴するものとする。この場合において、甲が第５条第３項に規定する検査に要した日数は、

遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 

   ２ 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第２項の期限内に役務の提供等をできない

場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、

甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 
 



（損害賠償） 

第１１条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に

限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 
 

（解除） 

第１２条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができ

る。 

     一 第４条第２項第一号の期限内に当該役務の提供等の給付が完了しないとき。 

     二 第５条第３項の検査に合格しないとき。 

     三 乙が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。 

     四 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。 

     五 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしく

は詐欺その他の不正行為を行ったとき。 

 

（解除に係る違約金） 

第１３条 乙は、前条第１号の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の１

００分の１０に相当する金額を甲に納入すること。又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、

甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 

   ２ 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと

認められたときは、これを免除することができる。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第１４条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 

     一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８

条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ

る排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第

７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行

ったとき。 

     二 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１

９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたと

き（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

   ２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項

の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければ

ならない。 

 



（談合等の不正行為に係る違約金） 

第１５条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金

額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１

０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

    一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同

法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命

令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

    二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、

当該納付命令が確定したとき。 

    三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２

１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

    四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条

第１項の規定による刑が確定したとき。 

    五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

    六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している

とき。 

   ２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

   ３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第１６条 乙が第１３条及び第１５条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、

乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で計算し

た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

   ２ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないもの

とし、当該計算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

  
（再委託） 

第１７条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 

   ２ 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書

を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、

届出を行うこととする。 

   ３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

   ４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項に

ついて本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 
 



 （再委託先の変更） 

第１８条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除き、

様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
（履行体制） 

第１９条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又

は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しな

ければならない。 

   ２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届

出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届

出を要しない。 

    一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の

場合。 

    二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

    三 契約金額の変更のみの場合。 

   ３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 

（権利義務の譲渡等） 

第２０条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは

一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく

融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０

号）第１条の２に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５

号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２

条第２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

   ２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨

を書面により甲に届けなければならない。 
 

（秘密の保持） 

第２１条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏ら

してはならない。 

 

（個人情報保護） 

第２２条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）

の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

   ２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

   ３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

   ４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と

認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はそ



の職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 

   ５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃

棄を行わなければならない。 

   ６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報

告しなければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第２３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を

解除することができる。 

    一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

    二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

     三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

     四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

        五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの

催告を要せず、本契約を解除することができる。 

     一 暴力的な要求行為 

        二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

        三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

        四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

        五 その他前各号に準ずる行為 
 

（表明確約） 

第２５条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し

ないことを確約しなければならない。 

   ２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請

負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降

のすべての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に

契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければなら



ない。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第２６条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負

人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

      ２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等

の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との

契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、

本契約を解除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第２７条 甲は、第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

   ２ 乙は、甲が第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合に

おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２８条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反

社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第２９条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を

受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第３０条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙

に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け

又は送検されたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書

に虚偽があったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しなかっ

たことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第３１条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、



契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１

００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（紛争等の解決方法） 

第３２条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協

議のうえ解決するものとする。 

 

   この契約の証として、本証書２通を作成し双方記名押印のうえ、各自１通を所持するものとする。 

 

 

平成３１年４月１日 

 

                  甲 佐賀市駅前中央３－３－２０ 

                    支出負担行為担当官 

                    佐賀労働局総務部長     富 永 哲 史 

 

                 乙  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 
 

平成  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名           印 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式２ 

 
平成  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名           印 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式３ 

 
平成  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名            印 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第１９条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



別紙１ 
 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区… 円  

Ｂ    

 

乙 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 


